
令和４年度第１回高知県環境審議会 次第

日時：令和４年７月 29 日（金）10:00～12:00

場所：高知県人権啓発センター ６Ｆ ホール

１ 開会

２ 林業振興・環境部長あいさつ

３ 会議録署名委員の指名

４ 報告事項

＜部会報告＞

水環境部会

・令和４年度公共用水域及び地下水の水質測定計画並びに水質汚濁に係る

環境基準の水域類型指定の変更について

５ 審議事項

・高知県環境基本計画第五次計画における目標値の一部改定について

・高知県環境基本計画第五次計画の取組状況について

６ その他

・高知県における促進区域の設定に関する環境配慮基準（案）の策定について



資料１





環境審議会（水環境部会）審議報告

「令和４年度公共用水域及び地下水の水質測定計画について」

１．公共用水域

１）河川測定機関分担

２）湖沼測定機関分担

水 域 名
河川水域及び地点数

下段： 未指定河川

測 定 分 担
備 考

（令和３年度との比較）
国 土

交通省
高知県 高知市 水資源

吉 野 川
１河川１水域１地点

１河川 １地点

２河川

２地点

室戸阿南海岸

国 定 公 園

２河川２水域２地点

２河川 ２地点

４河川

４地点

土佐湾東部関連
４河川４水域８地点

１河川 １地点

５河川

９地点

物 部 川
２河川３水域７地点 １河川

３地点

２河川

４地点

浦 戸 湾
８河川 13 水域 23 地点

６河川 ６地点

14 河川

29 地点

仁 淀 川
６河川７水域 18 地点

４河川 ４地点

３河川

９地点

10 河川

13 地点

須 崎 湾
３河川３水域３地点 ３河川

３地点

中土佐地先海域

関 連

３河川３水域４地点

３河川 ３地点

６河川

７地点

四 万 十 川
６河川６水域 19 地点

３河川 ５地点

４河川

12 地点

７河川

12 地点

足摺海中公園
３河川３水域３地点 ３河川

３地点

宿 毛 湾
４河川４水域４地点 ４河川

４地点

計
42 河川 49 水域 92 地点

20 河川 22 地点

８河川

24 地点

46 河川

61 地点

14 河川

29 地点

水 域 名 湖沼水域及び地点数

測 定 分 担
備 考

（令和３年度との比較）
国 土

交通省
高知県 高知市 水資源

早 明 浦 ダ ム

貯 水 池

１湖沼１水域１地点 １湖沼

１地点

長 沢 ダ ム

貯 水 池

１湖沼１水域１地点 １湖沼

１地点

大 橋 ダ ム

貯 水 池

１湖沼１水域１地点 １湖沼

１地点

計
３湖沼３水域３地点 ２湖沼

２地点

１湖沼

１地点



３）海域測定機関分担

水 域 名 海域水域及び地点数

測 定 分 担
備 考

（令和３年度との比較）
国 土

交通省
高知県 高知市

室戸阿南海岸

国 定 公 園

１海域１水域５地点 １海域

５地点

浦 戸 湾
１海域２水域 14 地点 １海域

14 地点

須 崎 湾
１海域２水域５地点 １海域

５地点

中土佐地先海域

関 連

１海域１水域 16 地点 １海域

13 地点

１海域

３地点

足 摺 宇 和 海

国 立 公 園

１海域１水域６地点 １海域

６地点

足摺海中公園
１海域１水域５地点 １海域

５地点

宿 毛 湾
１海域２水域８地点 １海域

８地点

計 ７海域 10 水域 59 地点 ６海域

42 地点

２海域

17 地点



　４）公共用水域水質測定計画統括表
（　　）：令和３年度

合　計

国土交通省 高知県 高知市 水資源機構

ｐＨ（水素イオン濃度） 336  (    336) 602  (    584) 228  (    228) 12  (     12) 1,178  (   1,160)

ＤＯ（溶存酸素量） 336  (    336) 602  (    584) 228  (    228) 12  (     12) 1,178  (   1,160)

ＢＯＤ（生物化学的酸素量） 336  (    336) 414  (    396) 174  (    174) 12  (     12) 936  (     918)

ＣＯＤ（化学的酸素要求量） 336  (    336) 218  (    218) 228  (    228) 12  (     12) 794  (     794)

ＳＳ（浮遊物質量） 336  (    336) 426  (    408) 174  (    174) 12  (     12) 948  (     930)

大腸菌数 　※( )内令和３年度は大腸菌群数 336  (    336) 332  (    207) 126  (     96) 12  (     12) 806  (     651)

油分（ノルマルヘキサン抽出物質） 0  (      0) 2  (      2) 0  (      0) 0  (      0) 2  (       2)

全　窒　素 202  (    202) 174  (    174) 228  (    228) 12  (     12) 616  (     616)

全　　　燐 202  (    202) 174  (    174) 228  (    228) 12  (     12) 616  (     616)

全  亜  鉛 44  (     44) 23  (     23) 20  (     40) 12  (     12) 99  (     119)

ノニルフェノール 44  (     44) 23  (     23) 9  (      9) 12  (     12) 88  (      88)

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 44  (     44) 23  (     23) 9  (      9) 12  (     12) 88  (      88)

底層ＤＯ 36  (     36) 124  (    124) 18  (     18) 12  (     12) 190  (     190)

カドミウム 29  (     29) 61  (     61) 0  (      2) 2  (      2) 92  (      94)

全シアン 29  (     29) 0  (      0) 3  (      3) 2  (      2) 34  (      34)

鉛 29  (     29) 61  (     61) 20  (     20) 2  (      2) 112  (     112)

六価クロム 29  (     29) 66  (     66) 5  (      5) 2  (      2) 102  (     102)

砒素 29  (     29) 61  (     61) 0  (      2) 2  (      2) 92  (      94)

総水銀 29  (     29) 61  (     61) 0  (      2) 2  (      2) 92  (      94)

アルキル水銀 3  (      3) 0  (      0) 0  (      0) 2  (      2) 5  (       5)

ＰＣＢ 29  (     29) 65  (     65) 0  (      1) 2  (      2) 96  (      97)

ジクロロメタン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

四塩化炭素 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

1,2-ジクロロエタン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

1,1-ジクロロエチレン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

シス-1,2-ジクロロエチレン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

1,1,1-トリクロロエタン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

1,1,2-トリクロロエタン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

トリクロロエチレン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

テトラクロロエチレン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

1,3-ジクロロプロペン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

チウラム 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

シマジン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

チオベンカルブ 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

ベンゼン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

セレン 29  (     29) 37  (     37) 20  (     20) 2  (      2) 88  (      88)

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 102  (    102) 61  (     61) 20  (     20) 12  (     12) 195  (     195)

ふっ素 29  (     29) 42  (     42) 8  (      8) 2  (      2) 81  (      81)

ほう素 29  (     29) 37  (     37) 8  (      8) 2  (      2) 76  (      76)

1,4-ジオキサン 29  (     29) 59  (     59) 9  (      9) 2  (      2) 99  (      99)

銅 0  (      0) 1  (      1) 20  (     20) 0  (      0) 21  (      21)

亜鉛 0  (      0) 1  (      1) 0  (      0) 0  (      0) 1  (       1)

鉄（溶解性） 0  (      0) 1  (      1) 20  (     20) 0  (      0) 21  (      21)

マンガン（溶解性） 36  (      6) 1  (      1) 20  (     20) 0  (      0) 57  (      57)

クロム 0  (      0) 7  (      7) 20  (     20) 0  (      0) 27  (      27)

濁度 190  (    190) 144  (    144) 174  (    174) 12  (     12) 520  (     520)

透明度 48  (    48) 176  (    176) 54  (     54) 12  (     12) 290  (     290)

塩素イオン 114  (    114) 188  (    188) 228  (    228) 0  (      0) 530  (     530)

アンモニア性窒素(ＮＨ４－Ｎ） 154  (    154) 0  (      0) 0  (      0) 12  (     12) 166  (     166)

リン酸イオン 66  (     66) 0  (      0) 0  (      0) 0  (      0) 66  (      66)

ＭＢＡＳ 0  (      0) 0  (      0) 0  (      0) 0  (      0) 0  (       0)

ＴＯＣ 8  (      8) 0  (      0) 228  (    228) 0  (      0) 236  (     236)

電気伝導度 60  (     60) 0  (      0) 228  (    228) 12  (     12) 300  (     300)

クロロフィルａ 156  (    156) 0  (      0) 0  (      0) 12  (     12) 168  (     168)

トリハロメタン生成能 18  (     18) 0  (      0) 0  (      0) 1  (      1) 19  (      19)

要監視項目等 24  (     24) 36  (     36) 0  (      0) 2  (      2) 62  (      62)

13  (     13) 6  (      6) 2  (      2) 1  (      1) 22  (      22)

144  (    144) 0  (      0) 0  (      0) 0  (      0) 144  (     144)

4,449 (  4,449) 4,827 (  4,630) 3,037 (  3,034) 272  (    272) 12,585 (  12,385)

（測定計画備考）

※３ 水資源機構が測定する要監視項目等は、4-t-オクチルフェノール、アニリン及び2,4-ジクロロフェノールとする。

　　 測　　　定　　　項　　　目

　 底　　　 質

　 流 量 測 定

　　　　　　 総　　　計

※１　高知県が測定する要監視項目等は、クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニト

ロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル､プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、塩化ビニ

ルモノマー及びPFOS及びPFOAとする。

※２　国土交通省が測定する要監視項目等は、クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェ

ニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル､プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン及びキシレン、フ

タル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモンとする。

　　測　　定　　機　　関

特

殊

項

目

生

活

環

境

項

目

健

康

項

目

そ

の

他

の

項

目



２．地下水調査

１）国土交通省測定分 （ ）：令和３年度

２）高知県測定分 （ ）：令和３年度

３）高知市測定分 （ ）：令和３年度

４）総 計 （ ）：令和３年度

５）地下水調査地点 （井戸所在地市町村名）

調 査 区 分 市 町 村 数 地 点 数

概況調査

汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査

３（ ３）

０（ ０）

０（ ０）

４（ ４）

０（ ０）

０（ ０）

計 実数 ３（ ３） ４（ ４）

調 査 区 分 市 町 村 数 地 点 数

概況調査

汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査

１２（１０）

０（ ０）

５（ ５）

２０（２０）

０（ ０）

１０（１１）

計 実数 １６（１３） ３０（３１）

調 査 区 分 市 町 村 数 地 点 数

概況調査

汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査

１（ １）

０（ ０）

１（ １）

５（ ５）

０（ ０）

７（ ７）

計 実数 １（ １） １２（１２）

調 査 区 分 市 町 村 数 地 点 数

概況調査

汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査

１４（１２）

０（ ０）

６（ ６）

２９（２９）

０（ ０）

１８（１８）

計 実数 １７（１５） ４７（４７）

調 査 区 分 令和４年度 令和３年度
国

土

交

通

省

概況調査 高知市、南国市、四万十市 高知市、南国市、四万十市

汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査

高

知

県

概況調査

室戸市、安芸市、宿毛市、土佐清水

市、四万十市、奈半利町、田野町、

安田町、北川村、馬路村、大月町、

黒潮町

南国市、須崎市、香南市、香美市、

大豊町、土佐町、中土佐町、梼原町、

津野町、四万十町

汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査
室戸市、南国市、土佐市、香美市、

佐川町

室戸市、南国市、土佐市、香美市、

佐川町

高

知

市

概況調査 高知市 高知市

汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査 高知市 高知市

測

定

計

画

概況調査

高知市、室戸市、安芸市、南国市、

宿毛市、土佐清水市、四万十市、奈

半利町、田野町、安田町、北川村、

馬路村、大月町、黒潮町

高知市、南国市、須崎市、四万十市、

香南市、香美市、大豊町、土佐町、

中土佐町、梼原町、津野町、

四万十町

汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査
高知市、室戸市、南国市、土佐市、

香美市、佐川町

高知市、室戸市、南国市、土佐市、

香美市、佐川町



６）　地下水水質測定計画統括表 （　　）：令和３年度

国土交通省 高知県 高知市

カドミウム 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

全シアン 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

鉛 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

六価クロム 3  (   3) 24  (  24) 5  (   5) 32  (    32)

砒素 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

総水銀 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

アルキル水銀 0  (   0) 0  (   0) 0  (   0) 0  (     0)

ＰＣＢ 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

ジクロロメタン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

四塩化炭素 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

クロロエチレン 3  (   3) 30  (  30) 5  (   5) 38  (    38)

1,2-ジクロロエタン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

1,1-ジクロロエチレン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

1,2-ジクロロエチレン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

1,1,1-トリクロロエタン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

1,1,2-トリクロロエタン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

トリクロロエチレン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

テトラクロロエチレン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

1,3-ジクロロプロペン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

チウラム 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

シマジン 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

チオベンカルブ 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

ベンゼン 3  (   3) 30  (  30) 7  (   7) 40  (    40)

セレン 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 4  (   4) 46  (  48) 9  (   9) 59  (    61)

ふっ素 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

ほう素 3  (   3) 20  (  20) 6  (   6) 29  (    29)

1,4-ジオキサン 3  (   3) 20  (  20) 5  (   5) 28  (    28)

ｐＨ（水素イオン濃度） 8  (   8) 50  (  52) 12  (  12) 70  (    72)

塩素イオン 8  (   8) 50  (  52) 12  (  12) 70  (    72)

電気伝導度 4  (   4) 50  (  52) 12  (  12) 66  (    68)

アンモニア性窒素(ＮＨ４－Ｎ） 2  (   2) 50  (  52) 0  (   0) 52  (    54)

104  ( 104) 890  ( 900) 198  ( 198) 1,192  ( 1,202)

（測定計画備考）

※２　概況調査において、健康項目が検出された場合は、適宜汚染井戸周辺地区調査を行う。

　　　　　　 総　　　計

※１　アルキル水銀については、総水銀検出時に測定する。

測　　　定　　　項　　　目
　　測　　定　　機　　関
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類型指定の見直しについて（報告）

国における類型見直しの考え方

現状及び将来の河川の利用目的と整合していない河川について適切な利用目的に応じた類型に見直し
を行う。

現状の水質が上位類型を達成している河川について、水質維持の考え方により見直しを行う。（水質類型
は、当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないよう配慮する。）

原則として５年間以上安定して上位類型を満足しているB類型以下の水域

原則として１０年以上安定してAA類型を満足しているA類型の水域

水域の見直しにあたっては、BODの測定値を基本に検討し、その他の項目については必要に応じて考慮して進める

見直しの背景
生活環境項目の環境基準達成状況（令和2年度）：98.4%
 特に河川水質の改善がみられ、現在指定されている類型よりも上位の類型の
 水質基準を達成している水域が多数ある状況。
⇒現在の水質の状況をふまえた類型に見直すことで、より良い水環境が維持
 できるようになるのではないか

1



高知県の類型指定の状況（令和３年度時点）
類型指定の状況

　　AA類型：２１地点、A類型：１９地点、B類型：１２地点、C類型：３地点、

　　D類型、E類型：なし

A→AA
（８河川）

奈半利堰（奈半利川）、山田堰（物部川下流）、
藤縄橋（伊与木川）、大正橋（梼原川）、後川橋（後川）、
中ヶ市橋（福良川）、日の下橋（伊与野川）、野地堰（篠川）

B→A
（７河川）

五台山橋（下田川下流）、葛島橋（国分川下流）、
新木橋（舟入川下流）、新川川橋・中ノ橋（新川川）、
鯛の川口橋（桜川）、押岡橋（押岡川）、山路橋（中筋川）

C→B（A）
（１地点） 音竹（宇治川）

※過去10年間、毎年上位類型の水質を達成した地点

上位類型を達成している地点（R2年度末現在）

2



今回類型指定の見直しを行った水域について

1. 過去10年の水質が上位類型を達成している水域（河川）を対象にする
2. BODの測定値を基本に見直しする
3. 県測定水域を対象にA類型からAA類型への見直し可能な河川を対象にする

対象水域

奈半利川（奈半利堰）、伊与木川（藤縄橋）、梼原川（大正橋）、
福良川（中ヶ市橋）、伊与野川（日の下橋）、篠川（野地堰）

※（　）は環境基準点

考え方

3

・令和４年２月８日（水）知事より高知県環境審議会へ諮問 水環境部会へ審議付託を承認
・令和４年２月24日（木）第19回水環境部会 原案どおり承認
・令和４年３月22日（火）水環境部会長より環境審議会会長に報告
・令和４年３月25日（金）高知県環境審議会より知事に答申
・令和４年４月１日（金）より新しい類型指定を適用
・令和４年５月27日（金）高知県公報で告示

スケジュール



4

対象水域（地点名） 位置番号
1 奈半利川（奈半利堰） ①
2 伊与木川（藤縄橋） ②
3 梼原川（大正橋） ③
4 福良川（中ヶ市橋） ④
5 伊与野川（日の下橋） ⑤
6 篠川（野地堰） ⑥

①

②

③

④
⑤

⑥
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高知県環境基本計画第五次計画における目標値の一部改定について

１ 改定の趣旨

・本年３月に策定した「高知県脱炭素社会推進アクションプラン」において、2030 年度の温室

効果ガス排出量削減目標の引き上げを行った。

・これに伴い、同目標を設定している「高知県環境基本計画第五次計画」についても目標値の

改定を行うもの。

２ 改定内容

戦略１ 地球温暖化への対策

１－１ 県民総参加による地球温暖化防止活動の拡大

目標指標

（変更前）

（注）基準年の電気の CO₂排出係数で計算（排出係数固定）

（変更後）

（注）電気の CO₂排出係数は変動（排出係数変動）

（参考）

変更後の令和 12 年目標については、電気の CO₂排出係数を、国が「エネルギー基本計画」

（2021 年）で掲げた 2030 年の電源構成（国の削減目標（46％削減）が達成された場合の電源

構成）を基に算出している。

指標 現状 目標

県内の温室効果ガスの排出量（年間）

※基準年（平成 25（2013）年度）

14％削減（H29） 15％以上削減（R12）

指標 現状 目標

県内の温室効果ガスの排出量（年間）

※基準年（平成 25（2013）年度）

24.1％削減（H29） 47％以上削減（R12）

資料２



戦略１ 地球温暖化への対策 1

戦略２ 循環型社会への取組 5

戦略３ 自然環境を守る取組 9

戦略４ 地域資源を活かした産業振興 13

戦略５ 環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

15

進捗状況の概括 （重点施策を含む戦略に係る進捗状況のとりまとめ）

17

高知県環境基本計画第五次計画の普及啓発 …………………………21

資料３

 高知県環境基本計画第五次計画

進捗管理シート　総括表

【 令和３年度及び令和４年度の進捗状況 】
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…………………………
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戦略１　地球温暖化への対策
Ｒ３

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標
R３年度の
実績値が

固まる時期

県内の温室効果ガスの排
出量
※基準年（平成25（2013）年
度）

年間
24.1％
削減

（H29）

47％以上
削減（R12）

R5～R6

エコアクション21の認証・登
録事業者数

累計
242社
（R元）

220社
270社
（R7）

R4.3

地球温暖化対策を何もして
いない人の割合
※県民世論調査における回
答率

－
9.1％
（R元）

7.1%
5％未満

（R7）
R3.12

住宅用太陽光発電の普及
率

累計
8.7％
（R元）

11.1％
（R7）

R4.9頃

住宅用蓄電池・V2Hの導入
件数

累計 － －
500件
（R7）

－

民間事業所の太陽光発電
設備及び蓄電池の導入件
数

累計 － －
25件
（R7）

－

小水力発電や木質バイオマ
ス発電の事業計画数

累計 － －
3件

（R7）
－

地域新電力会社の設立件
数（小売電気事業者の設立
件数）

累計 － １件
3件

（R7）
R4.3

「再エネ100宣言　RE 
Action」に参加する県内企
業数

累計 － １件
20社
(R7）

R4.3

3 当初

【1-3　気候変動の影響への
適応】

１　地球温暖化の影響への
適応　

気候変動の影響への「適応
策」の推進

－ － －
計画の推

進
－

高知県気候変動適応センター（高知県衛生環
境研究所）と連携し、県民・事業者・市町村に対
し、本県における気候変動の影響及び適応に
関する情報の収集・整理及び提供を行う。

・県民向けパネル展示会「目で
見る！高知県の気候変動と適
応」の実施(８月19日～９月１日)
・気候変動適応パンフレット「目
で見る！気候変動と適応図鑑
Vol.1」の作成及び配布（500部配
布）
・高知県地球温暖化対策実行計
画に基づく、県庁各部局におけ
る適応策の実施（17の項目で適
応策を実施）

・気候変動の影響やその対策に
関する知識の普及
・高温耐性品種の普及拡大（令
和３年度作付面積：よさ恋美人
146ha、にこまる602ha）
・松くい虫防除の推進（令和３年
度：地上散布36.92ha、伐倒駆除
57.54m3、樹幹注入材2,598本
（立木））

・各分野ごとに現れる気候変動
の影響に対する被害の軽減

・気候変動適応パンフレットの作
成及び配布・高温耐性品種の普
及拡大（令和４年度作付面積：よ
さ恋美人114.5ha）

・気候変動適応パンフレットの作
成及び配布（R4.7.11時点で570
部配布準備中（県内小学校対
象））今後も増加見込み

環境計画推進課

4 当初

【1-4　公共交通機関の利用
促進によるＣＯ２削減】

１　公共交通機関の利用促
進

【こうち５２０運動の実施】
県庁職員（本庁・西庁・北庁）が月に2回（5日と
20日）公共交通で通勤する５２０運動への参加
を呼びかけ、公共交通の利用促進を通じて
CO2の削減につなげる。

【こうち520運動の実施】
庁内放送と庁内メールによる520
運動の周知：計24回（月２回）

【こうち520運動の実施】
参加率※32.1％　※車又はバイ
ク通勤者のうち公共交通に乗り
換えて通勤した職員の参加率

【こうち520運動】
左記の結果により、約3.9ｔのＣＯ
２削減に寄与

交通運輸政策課

5 当初

【公共交通利用の広報・啓発】
・Webサイト・テレビCM・新聞広告等で公共交通
の必要性を訴えるとともに、公共交通応援キャ
ンペーン（６～８月に公共交通をテーマにした写
真・川柳・絵画作品を募集）を実施して、県民の
公共交通を利用する機運を醸成する。
・県内の小学生に、土日祝に現金でも割引運
賃となるバス・でんしゃ割引パスポート※や、公
共交通の乗り方パンフレット（小学4年生の
み）、夏休み・冬休み・春休みに路線バスで使
用できるバスキッズ定期券の案内チラシを配布
して、公共交通への関心を深めてもらう。

【公共交通利用の広報・啓発】
・公共交通応援キャンペーンの
実施
　テレビＣＭ・新聞広告・インス
タ・ツイッターなどで啓発活動を
実施し、公共交通をテーマにした
写真・メッセージ・川柳を募集
・県内の全小学生にバス・電車
割引パスポート、バスキッズ定期
券の広報チラシの配布
・県内の全小学4年生にバス・電
車の乗り方パンフレットの配布
（以下バス事業者への配布枚数
含む）
　バス・電車割引パスポート：
37,800枚、バスキッズ定期券チラ
シ：38,600枚、バス・電車乗り方
パンフレット：6,200部

【公共交通利用の広報・啓発】
・公共交通応援キャンペーン応
募数（応募作品数（応募人数））
　写真288点(60人)、メッセージ71
点(35人)、川柳229点(79人)の計
588点(実数169人)
・バスキッズ定期券※販売数：
125枚　※夏休み等の休暇期間
中に使用できる小学生向けのバ
ス乗り放題券

【公共交通利用の広報・啓発】
・県民アンケートに回答した257
人のうち69人が、「本ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを
通じて公共交通の利用頻度が増
えた」と回答（週1～3回増が17
人、月1～3回増が52人）

交通運輸政策課

Ｒ４

目標指標

整理
番号

種別 戦略及び戦略に基づく施策

各戦略の指標

事業概要 担当課
インプット（投入） アウトプット（結果） アウトカム（成果） インプット（投入） アウトプット（結果）

1 当初

【1-1　県民総参加による地
球温暖化防止活動の拡大】

１　県民会議による取組
２　地球温暖化対策に関す
る効果的な情報発信

県民運動による温暖化防止対策を推進するた
めに、平成20年９月に設立した「県民会議」の
県民部会、事業者部会、行政部会において、
地球温暖化問題に対する県民の意識の向上と
地球温暖化防止活動に取り組む県民の増加に
つなげるための活動を行う。

【県民部会】
・｢環境にやさしい買い物キャン
ペーン2021｣実施　　
・地球温暖化に関する出前授業
の実施
【事業者部会】
・環境経営セミナーの開催（行政
部会との共催）　　
・省エネアドバイザーの派遣
【行政部会】
・新エネルギー地域振興活用セ
ミナーの実施
【普及啓発】
・イベント｢すこやか２０２１｣への
ブース出展　　
・HP「Myスイッチ！Goクール！」
による地球温暖化に関する情報
発信
・インスタグラム
（myswitch_gocool）での情報発
信

【県民部会】
・｢環境にやさしい買い物キャン
ペーン2021｣参加者：2,927名(昨
年度3,390名)
・地球温暖化に関する出前授業
の実施：９回(南郷小学校ほか)
【事業者部会】
・環境経営セミナーの開催（行政
部会との共催）　　
・省エネアドバイザーの派遣：８
社
【行政部会】
・新エネルギー地域振興活用セ
ミナーの実施
【普及啓発】
・HP「Myスイッチ！Goクール！」
　PV数：23,561(前年比：198.86%)
　ユーザー数：8,513（前年比：
329.32%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・インスタグラムのフォロワー数：
877（前年比：224.30%）
・イベント｢すこやか２０２１｣来場
者数：8,686名

・HP、SNSは多くのユーザーを獲
得。
・「環境にやさしい買い物キャン
ペーン」の全体の参加者は減っ
たが、うち行政部会の参加者は
1,278人と前年の1,247人を上
回っている。なお、参加者自体は
減ったが、評価指標を１つから３
つに増やしたこともあり、CO２削
減量は、12,329.77kgと過去最高
を記録。

環境計画推進課

2 当初

【1-2　再生可能エネルギー
導入への支援】

１　地域と調和した再生可
能エネルギーの導入促進
２　地域社会に根ざした電
源の導入促進と活用
３　分散型電力ネットワーク
の構築に向けた環境整備と
地域新電力の設立支援
４　自家消費型発電設備の
導入促進と電力需給調整力
の確保
５　その他のエネルギーの
普及促進

・太陽光発電設備導入に関する補助金を交付
し、再生可能エネルギーの導入を促進する。　
・地域における再生可能エネルギーの地産地
消の推進

福祉避難所等太陽光発電設備
導入事業費補助金による導入支
援、高知県再生可能エネルギー
導入等アドバイザー派遣事業

自家消費を行う太陽光発電設備
等を1件交付決定したものの、導
入に至らず、交付決定取消。アド
バイザー派遣実績なし。（コロナ
のため派遣とり消し）

自家消費を行う太陽光発電施設
を導入する施設の増加、梼原町
内での再エネを利用する機運が
高まる

太陽光発電設備導入に関する補
助金による導入支援（自己所有
用、PPAモデル用、住宅用）
高知県再生可能エネルギー導入
等アドバイザー派遣事業

太陽光補助金（自己所有分）第１
回募集〆切りにて８件応募有り。
太陽光補助金（PPA分）第１回募
集〆切りにて１件応募有り。
市町村へアドバイザー派遣を1回
実施予定

環境計画推進課

県庁職員の５２０運動への
参加率

年間
29.9%
（R元）

32%
39％

（R12）
Ｒ4.5

1 2



戦略１　地球温暖化への対策
Ｒ３

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標
R３年度の
実績値が

固まる時期

Ｒ４

目標指標

整理
番号

種別 戦略及び戦略に基づく施策

各戦略の指標

事業概要 担当課
インプット（投入） アウトプット（結果） アウトカム（成果） インプット（投入） アウトプット（結果）

6 当初

【1-5　都市のコンパクト化と
公共交通ネットワーク形成】

１　都市のコンパクト化

「都市計画区域マスタープラ
ン」の推進

－ － －
計画の推

進
－

概ね20年後の都市の姿を展望したまちづくりを
進めていくため、平成30（2018）年に改訂した
「都市計画区域マスタープラン」に基づき、引き
続き、都市のコンパクト化を目指し、市町と連携
してまちづくりを進め

・都市計画区域を有する20市町
を対象とし都市計画基礎調査を
実施
・区域区分等の都市計画の変更
に向けた市町との調整

・都市計画区域における土地利
用等の現状を把握
・区域区分の都市計画変更
・高知市、香美市、いの町、須崎
市が定める都市計画の決定（変
更）の支援

・都市計画基礎調査に基づく都
市計画の決定（変更）
・区域区分の変更
・市町の定める都市計画の決定
（変更）の支援

・都市計画区域を有する２０市町
を対象とした都市計画基礎調査
を実施
・市町が定める都市計画の適切
な決定（変更）を支援

・都市計画区域における土地利
用等の現状を把握
・市町が定める都市計画の適切
な運用

都市計画課

7 当初

２　地域公共交通計画（地
域公共交通網形成計画）に
基づく取組の推進

「地域公共交通計画（地域
公共交通網形成計画）」の
着実な実行

－ － －
計画の着
実な実行

－

【高知県東部広域地域公共交通網形成計画・
嶺北地域公共交通網形成計画に基づく取り組
み】
持続可能な公共交通ネットワークの確立に向
けて、平成30年度に策定した広域的な地域公
共交通網形成計画に基づく取り組みを実施す
る。
【県版地域公共交通計画の策定】
高知県全域を対象とした地域公共交通計画を
策定する。

・東部計画：協議会の開催（書面
開催）１回
・嶺北計画：協議会委員の見直
し、協議会の開催２回
・県計画：県内市町村の策定状
況の調査、他県策定事例の調
査、四国運輸局との協議１回

・東部計画：あき総合病院前駅
駐輪場整備、公共交通マップの
改正、DMV導入に伴う路線バス
との接続強化（停車場所・ダイヤ
調整）、コミュニティバス実証運
行開始（室戸市）
・嶺北計画：公共交通ホーム
ページの更新、パーク&ライド駐
車場の設置

・東部計画：駐車場整備、マップ
改正やバス接続強化など、利用
者にとってより利便性が高まって
いる。
・嶺北計画：R3.10バス路線の再
編実現、R4.3JR大杉駅への特急
列車の停車増実現

交通運輸政策課

8 当初

省エネ住宅の推進のため、県民への省エネ住
宅の普及啓発を市町村や事業者と連携を図り
ながら進める。

普及啓発用リーフレットの作成 具体的な結果を示すことが困難 具体的な成果を示すことが困難 住宅課

9 当初
環境共生型住宅モデルハウス「こうちエコハウ
ス」の普及

・「こうちエコハウス」の管理委
託、木造利用総合窓口業務を実
施（週5日開館）

・木造利用総合窓口の利用者
657名(R4.3月末現在）

・CLT建築物　R3実績(R4.3月
末)35棟　(R2末30棟）
・非住宅建築物の木造化率（床
面積）　R3実績：13.8%（R2実績：
18.4%）
・戸建て住宅の木造化率が全国
平均を上回っている　R3実績：高
知県92.9%(全国平均91.1%)　（R2
実績：高知県93.5%(全国平均
90.6%)）

木材産業振興課

10 当初

２　ZEB・ZEHの推進

戸建て新築件数に対する
ZEH補助金の交付決定シェ
ア

－
2.1％
（R元）

4％
（R7）

R4.11頃
高効率機器への更新やZEB化などの建築物や
設備の省エネ化の促進につながる普及啓発や
支援を行う。

省エネアドバイザーのチラシを作
成し、県内商工会議所の会報誌
への折り込みやＤＭにより周知
を行った。（7,950部配布）

昨年度６社に対し、今年度は８社
に派遣。

派遣希望事業者数が再び増加
傾向に転じている。

派遣希望事業者数が再び増加
傾向に転じている。

環境計画推進課

12 当初

２　高知県協働の森CO2吸
収認証制度の推進　

協働の森づくり事業で整備した森林のＣＯ２吸
収量を数値化し認証することを通じて、環境先
進企業と地域との協働により、その社会的な認
知度を高め、温暖化防止対策を推進する。

・新規・更新企業への営業訪問
等（新規4件、更新6件）
・高知県ＣＯ２吸収専門委員会の
開催（1回）

・ＣＯ２吸収証書の発行（36件）

・森林整備面積（319.70ha）〈R3
整備実績〉
・ＣＯ２吸収量（13,510t-CO2）
〈R3実績〉

林業環境政策課

13 当初

３　オフセット・クレジット制
度の活用

国のＪ－クレジット制度を利用して、森林の適
正な管理によるＣＯ２の吸収量や、木質バイオ
マスを化石燃料に代替えしたことによる削減量
をクレジット化し、カーボン・オフセットを行う企
業などに販売する。

・プロバイダー販売委託契約　５
社
・エコプロ2021への出展（３日間）

・新規のクレジット購入企業数　
６件
・エコプロ2021来場者数（54,885
人）

販売件数69件、売却量693t-CO₂
・プロバイダー販売委託契約　５
社

自然共生課

【1-6　省エネビル・住宅や
ZEB・ZEHの推進】

１　省エネ住宅の推進

こうちエコハウスへの来館
者数

年間
949人
（R元）

657人
1,000人
（毎年）

R4.4

11 当初

【1-7　森林吸収源対策によ
る温暖化防止】

１　持続可能な森林づくり

県内民有林の間伐面積 年間
4,693㏊
（R元）

4,493ha
5,200㏊
（毎年）

R4.6

林業事業体等による「森の工場」づくりをはじ
め、森林環境税などを活用した間伐などへの
支援を行い、森林整備を積極的に推進する。ま
た、低コスト育林や一貫生産システムの推進、
地域ぐるみでの再造林推進、苗木生産施設へ
の支援などを実施する。

・造林事業や公益林保全整備事
業を活用し、荒廃森林の整備を
行った。
・森林整備のPRを県HPや林業
機関紙（2誌）へ掲載するととも
に、市町村広報誌への掲載依頼
を行った。
・「増産・再造林推進協議会」を
開催し地域ぐるみで再造林を推
進した。
・コンテナ苗育苗技術指導、生産
施設整備の支援を行い生産体
制づくりを支援した。

・間伐面積4,493ha、再造林面積
299ha、HP公報掲載市町村30市
町村

・CO2吸収源として必要となる適
正な森林の整備・管理が行われ
ている。

木材増産推進課

県内民有林の再造林面積 年間
250㏊
（R元）

299ha
630㏊
（R5）

R4.6
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戦略２　循環型社会への取組

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標
R３年度の
実績値が

固まる時期

一般廃棄物の排出量 年間
252千ｔ
（R元）

231千t
（R7）

R5.2頃

一般廃棄物のリサイクル率 年間
20.2％
（R元）

25％
（R7）

R5.2頃

15 当初

3　食品ロス削減に向けた取
組の推進

県民一人当たりの１日分の
家庭ごみの排出量
（一般廃棄物）　

年間
600ｇ
（R元）

537ｇ
（R7）

R5.2頃

令和３年度に策定した「高知県食品ロス削減推
進計画」に基づき、県内の食品ロスの削減に向
け、県民や事業者等への啓発を行うとともに、
未利用食品の有効活用を図る手段の確立を支
援していく。

「高知県食品ロス削減推進計
画」の策定に向けた検討

検討委員会4回開催、庁内推進
会議４回開催（ともに書面開催含
む）

「高知県食品ロス削減推進計
画」策定

・新聞やラジオ等による啓発（８
回）
・家庭系食品ロスの組成調査
・家庭系食品ロスのモニター調
査
・フードドライブの手引作成・配布
・啓発リーフレットの作成・配布

県民生活課

16 当初

【2-2　プラスチックごみ対
策】

1　プラスチック資源の効果
的な分別回収　

・プラスチック資源循環促進法に基づく市町村
の分別回収体制に係る情報収集等

・新法に係る情報を適宜市町村
に周知

・環境省説明会を通じて、新法の
目的やスケジュール、財源措置
案等の概要を把握
・施設整備に欠かせない環境省
交付金に関し、新法への対応が
要件化されることについて概要
を把握

・県内いくつかの市町村で、新法
に基づくプラスチック資源分別収
集の体制構築に向けた協議が
始まっている。

・新法に係る情報を市町村に周
知（随時）

環境対策課

17 当初

2　自発的な清掃活動への
支援と河川ごみマップの作
成・更新 河川ごみマップでごみの状況を可視化すること

によって、ごみの削減に向けた関心を高めると
ともに、清掃活動への参加やごみを捨てない環
境にやさしいライフスタイルの実現につなげる。

・仁淀川ごみマップ（仮称）作成
に伴う各団体への調査依頼
・仁淀川清流保全推進協議会内
でのWG（マップ案に対する協議）
・四万十川一斉清掃（4/10、
4/11）
・仁淀川一斉清掃（10/23）

四万十川一斉清掃参加者：2,857
人、仁淀川一斉清掃参加者：369
人

河川ごみマップ（たたき台）の完
成

自然共生課

18 当初
リバーボランティアによる清掃活動を支援する
ため消耗品の配布や保険の加入を行う。

消耗品費（予算）：1,277千円
保険料（実績）：233千円

消耗品の配布、傷害・賠償責任
保険の加入（令和３年５月１日～
令和４年４月３０日）

リバーボランティアの負担の軽
減。

消耗品費（予算）：1,391千円
保険料（実績）：250千円

消耗品の配布、傷害・賠償責任
保険の加入（令和４年５月１日～
令和５年４月３０日）

河川課

19 当初

3　海岸漂着ごみのモニタリ
ング調査

・高知県の海岸において、継続的に漂着ごみ
の組成や存在量を調査し、それらの経年変化
を把握するため、モニタリング調査を実施する。

海岸漂着物等地域対策推進事
業を活用し、漂着ごみ組成調査
を実施（高知港海岸）

高知港海岸における漂着ごみの
組成や存在量の調査を実施

調査により漂着ごみの実態を把
握し、今後の漂着ごみ発生抑制
対策を効果的に実施する。

海岸漂着物等地域対策推進事
業を活用し、漂着ごみ組成調査
を実施予定（高知港海岸）

港湾・海岸課

20 当初

【2-3　廃棄物の有効活用】

1　各種リサイクル法の推進

・各種リサイクル法（家電、小型家電、容器包
装）の推進

・国からの情報を市町村に周知
するとともに、取組状況、検討状
況の調査を行う。

・市町村における容器包装リサイ
クルの取組状況の把握（R4.3）　　
実施中　34
・市町村における小型家電リサイ
クルの取組状況の把握（R4.3現
在）　実施中　22、　実施していな
い　12
　※認定事業者以外の事業者へ
金属ゴミとして引渡しをしている
市町村は「実施していない」へ計
上

・市町村が県内他市町村の取組
状況を把握することで、容器包
装リサイクルの分別収集品目を
追加検討するきっかけが生まれ
ている。

・市町村における容器包装リサイ
クルの取組状況の把握、情報共
有等　

環境対策課

21 当初

2　家畜排せつ物の活用

家畜排せつ物の有効活用のために、消費者へ
のPR等による家畜排せつ物の利用促進、利用
促進に関する技術研修の実施、処理高度化施
設の整備、資源循環型畜産及び環境保全型農
業の推進を行う。

・堆肥保管処理施設等の整備に
関する補助事業の周知　　　　　　　　　     
 ・畜産・酪農収益力強化整備等
事業（施設整備・機械設備）要望
調査開始の円滑な対応
・職員の研修会等への参加　１
回

・令和２年度補正　畜産・酪農収
益力強化整備等事業（機械導
入）を活用し、堆肥調整散布関
係機械装置の導入を支援
・職員の知識・技術指導力の向
上

・機械導入により、作業効率の向
上及び良質な堆肥作りが可能と
なった。　　　　　
・畜産農家の新たなニーズにも
対応できるようになった。

・堆肥保管処理施設等の整備に
関する補助事業の周知　　　　　　　　　     
 ・畜産・酪農収益力強化整備等
事業（施設整備・機械設備）要望
調査開始の円滑な対応
・職員の研修会等への参加　１
回

・令和３年度補正　畜産・酪農収
益力強化整備等事業（機械導
入）を活用し、堆肥調整散布関
係機械装置の導入を支援
・職員の知識・技術指導力の向
上

畜産振興課

22 当初

3　木質バイオマスの利用に
より発生する燃焼灰の有効
活用

燃焼灰を有効に活用するため、「木質バイオマ
ス燃焼灰適正利用の手引き」を普及し、事業者
の適正な運用を進める。

「木質バイオマス燃焼灰適正利
用の手引き」の周知を図るため
ホームペ-ジに掲載(通年）

施設園芸での木質バイオマスボ
イラー利用者の一部は自ら燃焼
灰を利用している。発電後の燃
焼灰については、再生砂、吸着
資材、埋め戻し等での利用が始
まった。

木材産業振興課

23 当初

4　下水汚泥処理で発生す
るガスの有効活用　

高須浄化センターでは下水汚泥を減量化する
消化施設を整備。消化過程で発生するメタン発
酵ガスをバイオマス発電事業を行う民間事業
者にを供給することにより有効活用に努めま
す。

汚泥消化施設の稼働開始【ガス
発生見込み量1,890千Nm3/年】
民間発電事業者への消化ガス
の供給【ガス供給見込み量1,868
千Nm3/年】

消化ガスの有効活用が図れた
民間発電事業者による消化ガス
発電の実施【発電量3,202千
kWh/年】

バイオマス由来の消化ガス発電
により、CO2削減が図れた

民間発電事業者への消化ガス
供給
民間発電事業者の発電量の監
視

バイオマス由来の消化ガス発電
によるCO2削減
民間発電事業者による消化ガス
発電の実施

公園下水道課

Ｒ３ Ｒ４

目標指標

整理
番号

種別 戦略及び戦略に基づく施策

各戦略の指標

事業概要 担当課
インプット（投入） アウトプット（結果） アウトカム（成果） インプット（投入） アウトプット（結果）

14 当初

【2-1　３Rの推進】

1　リデュースに関する普及
啓発
2　リユース、リサイクルに関
する普及啓発 ３Rに関する普及啓発

・ゴミの発生抑制、分別収集、再生利用の推進

・市町村に対する国の施策の情
報提供
・市町村への取組の啓発（排出
抑制、分別、リサイクル）
・産業廃棄物の循環的利用の促
進（公共工事等による循環的利
用、再生利用指定制度の活用）

・マイバッグ運動、レジ袋の削減
等の取組により、住民や事業者
に３Rの浸透が図られた。
・公共工事等から発生する産業
廃棄物の発生抑制、減量化、リ
サイクル製品の使用が図られ
た。

・県民一人当たりの１日分の家
庭ゴミ排出量（一般廃棄物）
　H26：591g、H27：583g、H28：
578g、H29：582g、H30：599g、
R1：600g、R2：603g
・産業廃棄物の再生利用量の割
合（5年に一度実施する調査結
果）
　H20：64.6%、H26：65.2%、R1：
72.0%

・市町村に対する国の施策の情
報提供・市町村への取組の啓発
（排出抑制、分別、リサイクル）
・産業廃棄物の循環的利用の促
進（公共工事等による循環的利
用、再生利用指定制度の活用）

環境対策課

リバーボランティアによる清
掃活動の実施

－ － －
継続的な

実施
－

下水汚泥処理で発生するガ
スの有効活用率
※点検による発電停止期間
を除く

年間 － 87.4%
100％
（毎年）

44652.0%
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戦略２　循環型社会への取組

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標
R３年度の
実績値が

固まる時期

Ｒ３ Ｒ４

目標指標

整理
番号

種別 戦略及び戦略に基づく施策

各戦略の指標

事業概要 担当課
インプット（投入） アウトプット（結果） アウトカム（成果） インプット（投入） アウトプット（結果）

24

【2-4　廃棄物の適性処理と
災害廃棄物の処理対策】

1　廃棄物の適正処理

適正処理講習会の開催回
数

年間
3回

（R元）
３回

3回
（毎年）

R3.11

・福祉保健所毎の廃棄物等連絡協議会の活性
化と地域団体とのネットワーク化による不法投
棄対策や情報交換を図る。
・排出事業者及び処理業者を対象に、廃棄物
適正処理を理解してもらうため講習会を開催す
る。
・処理許可業者等への立入検査・調査を行い
適正処理指導を行う。

392施設のPCB含有塗膜調査実
施、廃棄物適正処理講習会（安
芸市、須崎市、四万十市）開催

新たに23施設での低濃度PCB含
有が判明、廃棄物適正処理講習
会参加者は安芸市34名、須崎市
53名、四万十市75名

・低濃度PCB処理期限（令和８年
度末）に向けた取組みが進んで
いる
・廃棄物適正処理処理講習会参
加者の廃棄物に関する知識の向
上に寄与

環境対策課

25

2　災害廃棄物の処理対策

災害廃棄物処理広域ブロッ
ク協議会の開催（訓練を含
む）

年間
3回

（R元）
３回

3回
（毎年）

R4.2
・一瞬に膨大な量が発生する災害廃棄物につ
いて、早期の復旧・復興に向けて、平時におい
て広域処理体制の構築等を検討する。

災害廃棄物関連会議等開催（業
務説明会及び連携連絡会１回、
災害廃棄物処理広域ブロック協
議会３回、同幹事会１回）

業務説明会及び連携連絡会（参
加者62人）、災害廃棄物処理広
域ブロック協議会３回、同幹事会
（参加６幹事市）

災害廃棄物の広域処理体制に
ついて、災害廃棄物処理広域ブ
ロック協議会を軸として、各種課
題への対応を具体的に議論でき
た。

・各種会議等を順次開催 環境対策課

26 当初

【2-5　リサイクル産業の振
興】

1　リサイクル製品の認定と
環境配慮型事業所の認定

リサイクル製品の認定数 累計
99件

（R元）
99件

105件
(R7）

R4.3

・廃棄物などの循環資源を利用し、県内で製造
加工される優秀な「リサイクル製品」の普及とリ
サイクル事業者の育成
・地域における循環型社会の形成等、循環型
社会の形成に貢献する事業者の認定と育成

・募集チラシの配布　2,700部
・建設資材のチラシの配布　
1,400部
・高知県リサイクル製品等認定
制度紹介パネル展（オーテピ
ア）、県庁ロビー展示

・認定製品への問い合わせ件数
の増加

・認定製品としてのPRにより、製
品の新規契約に結びついてい
る。

・募集チラシの配布　2,700部
・高知県リサイクル製品等認定
制度紹介パネル展

・高知県リサイクル製品の認定
申請１件 環境対策課

27 当初

2　グリーン購入の普及

環境配慮型事業所の認定
数

累計
18件

（R元）
19件

20件
（R7）

R4.3

・令和３年度高知県グリーン購入
実施計画の策定及び庁内での
取組周知、地球温暖化防止県民
会議行政部会での市町村への
取組呼びかけ

・県庁内での適切な取組実施 環境計画推進課

当初
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戦略３　自然環境を守る取組

第5次計
画

基準値

R３
(初年度)

目標
R３年度の
実績値が

固まる時期

生物多様性の認知度 －
61.8％
（H30）

－
80％
(R5）

－

防護柵の設置と維持による
植生回復状況

年間
77％

（R元）
90%

80％
（毎年）

R4.1

2　野生鳥獣の保護・管理

食害拡大地域の現地調査
か所数

年間
7か所
（R元）

8か所
5か所
（毎年）

R4.3

29 当初 ニホンジカの捕獲頭数 年間
19,414頭
（R元）

30,000頭
（R3）

R4.8
鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣
管理計画に基づき野生鳥獣の保護管理を行
う。

①シカ個体数調整事業
　前年度の狩猟により捕獲した
シカについて捕獲報償金（8,000
円/頭）を交付
②指定管理鳥獣捕獲等事業
　高標高域の国有林内鳥獣保護
区等（２区域）でシカ（指定管理
鳥獣）捕獲を実施
③狩猟フェスタ開催
　開催回数：１回
④くくりわな製作講習会
　開催回数：５回
⑤森林環境保全対策シカ捕獲
事業
　5市町（安芸市、四万十市、香
美市、大豊町、四万十町）で高
知県森林環境税を活用し、シカ
捕獲を実施
⑥わな猟体験ツアー
　開催回数：２回
⑦マンツーマン技術指導
　指導者：６名

①シカ個体数調整事業
　令和２年度狩猟期のシカ捕獲
頭数7,238頭のうち7,071頭への
捕獲報償金（8,000円/頭）を交付
②指定管理鳥獣捕獲等事業
　R３年度（２区域：わな猟 48頭）
③狩猟フェスタ開催
　参加者：850人　当初想定して
いた400人を大きく上回る来場者
がみられた。
④くくりわな製作講習会
　参加者：87人
⑤森林環境保全対策シカ捕獲
事業
　シカの本事業での取り扱い頭
数　1,596頭
⑥わな猟体験ツアー
　参加者：1７人
⑦マンツーマン技術指導
　参加者：15 人
のべ指導回数：93回

１　総合的な野生鳥獣の被害対
策
(1)シカの捕獲対策の推進
 ・年間捕獲目標３万頭達成に向
けた捕獲数の底上げ
　インプット①②⑤などを講じた
ことによりシカ捕獲頭数を一定
のレベルに維持

２　新規狩猟者の確保と捕獲技
術の向上
(1)狩猟者の減少と高齢化
(2)わな猟の捕獲技術の向上
　③④⑥⑦などの取り組みによ
る捕獲の担い手の確保と捕獲技
術の向上

○シカ個体数調整事業
　前年度の狩猟により捕獲した
シカについて捕獲報償金（8,000
円/頭）を交付
○第二種特定鳥獣捕獲推進事
業費補助金
　市町村が第二種特定鳥獣の捕
獲に取り組む狩猟者に配布（貸
与）するための「くくりわな」本体
の購入に対して補助

○シカ個体数調整事業
　5町村953頭分の捕獲報償金
（8,000円/頭）を交付（6月20日
現在）
○第二種特定鳥獣捕獲推進事
業費補助金
　2町村649基分3,965,106円を交
付（6月17日現在）

鳥獣対策課

6　漁場環境の保全

絶滅種・絶滅危惧種などの
数（動物）

－ 276種 － 増やさない －

絶滅種・絶滅危惧種などの
数（植物）

－ 717種 － 増やさない －

31 当初

【3-2　森林環境の保全】

1　協働の森づくり事業の推
進
2　森林環境譲与税などの
取組

協働の森づくり事業のパー
トナーズ協定締結数

累計
63件

（R元）
66件

新規の増
加

更新の継
続

R4.3末

協定企業のメリットのＰＲや、協定実績のない
市町村への働きかけといった取組により、協働
の森づくり事業を推進し、環境先進企業と地域
とが協働した森林整備を推進する。平成 31
（2019）年４月に創設された森林環境譲与税を
活用し、市町村は森林整備や林業者の育成を
推進し、県は市町村を支援することで、地球温
暖化の防止、自然災害の防止、国土の保全、
水源のかん養機能など森林の有する多面的機
能を発揮させる。

・企業との交流活動（11件）
・新規・更新企業への営業訪問
等（新規4件、更新6件）
・協働の森フォーラム開催（1回）
・協定5年以上継続企業に対す
る感謝状の贈呈（1件）、協定10
年以上継続企業に対する感謝
状及び記念品の贈呈（1件）

・協働の森　新規協定（1件）、更
新協定（2件）
・第15回協働の森フォーラムへ
の参加者実績（会場参加147
人、オンライン参加115人）
・企業との交流活動（451名）

・協定締結数（41件） 林業環境政策課

32 当初

【3-3　里地里山の保全】

1　集落活動センターの取組
や移住の促進による里地里
山の活性化 新規就農者数 年間

261人
（R元）

213人
320人
（毎年）

R4.6～7
県内外からのＩ・Ｕターン者などによる自営就農
や雇用就農など、多様な担い手の確保を推進
し、農地の集積や保全管理等を進める

新規就農ポータルサイトへの記
事投稿、更新183回
オンラインイベント開催８回、就
農相談会：オンライン参加７回、
対面参加６回

就農相談受付件数：181件うちオ
ンライン52件
オンラインイベント参加者　延べ
315人

オンラインイベントから個別相談
に発展：17件

農業担い手支援
課

33 当初

集落活動センターの設置、運営支援など、中
山間地域におけるそれぞれの地域課題やニー
ズに応じて、地域住民が主体となって産業、生
活、福祉、防災などの活動に取り組む仕組み
づくりを推進

中山間総合対策本部会議2回、
中山間対策関係部局等会議2回
開催、集落実態調査の実施

本部会議等で新たな集落活動セ
ンターの立ち上げ状況や、集落
実態調査の報告を行い、R4年度
以降の中山間対策の施策体系
「山中八策」策定

新たな集落活動センター開設1
か所

中山間地域対策
課

34 当初

2　都市との交流による生物
多様性の維持と地域活性
化
3　環境に配慮した農業の
推進と生き物の生息環境の
確保

本県の豊かな自然環境を利用した体験型観光
の推進し、グリーンツーリズムなどを通して地
域経済の活性化につなげる。

四国カルスト県立自然公園の自
然を紹介する施設である「カルス
ト学習館」の展示等の再整備、カ
ルスト自然探勝路及びカルスト
キャンプ場再整備の設計

「カルスト学習館」の展示等の再
整備、カルスト自然探勝路及び
カルストキャンプ場再整備の設
計完了

自然共生課

Ｒ３ Ｒ４

目標指標

整理
番号

種別 戦略及び戦略に基づく施策

各戦略の指標

事業概要 担当課
インプット（投入） アウトプット（結果） アウトカム（成果） インプット（投入） アウトプット（結果）

28 当初

【3-1　生物多様性こうち戦
略の推進】

1　希少野生動植物の保全
3　外来生物による被害防
止
4　動植物の情報収集と標
本の適正管理
5　海岸、海洋環境の保全

自然環境や生物多様性に対する県民の理解
を深め、環境保全に関する意識の高い人材を
育成するとともに、地域の暮らしとの調和を図
りながら貴重な自然環境の保全を実践し、次
世代に引き継ぐために、地域の自然環境につ
いて普及啓発を実施し、希少野生植物の保
護、特定外来生物の駆除等保全活動を進め
る。

希少野生生物食害防止対策事
業の各委託業務の実施（調査、
モニタリング、防鹿柵設置、石鎚
山系保護指針策定）、サンゴ分
布調査の実施、生物分布調査
（生物、植物）の実施、レッドデー
タブック（植物編）の発行

県民参加による生物調査や特定
外来種の防除活動　約500人参
加、石鎚山系保全シンポジウム　
約50人参加、サンゴ保全シンポ
ジウム約50人参加

県民参加による生物調査や特定
外来種の防除活動などの実施
により一般の方に身近な自然へ
の理解を深めることができた。石
鎚山系保全シンポジウムや沿岸
域のサンゴ保全に係るシンポジ
ウムの実施により、本県の自然
環境が直面している問題を、関
係機関や一般の方と共有するこ
とができた。

防鹿柵モニタリング調査を実施、
生物分布調査（生物、植物）の
実施

自然共生課

30 当初

県下沿岸地域において、各地先の活動組織が
藻場や干潟の造成活動等を行えるよう、各地
先の活動組織をとりまとめる「高知県環境生態
系保全対策地域協議会」に対して補助を行
い、円滑な活動の実施を支援するほか、各漁
業指導所が現場での活動支援を随時行う。ま
た水産試験場では、天皇洲の干潟におけるア
サリ個体数のモニタリングや県内定点の藻場
被度調査を行う。

協議会に対して補助金を交付。
12月までに３回の概算払を行
い、活動組織の活動を支援。ま
た、水産試験場では、天皇洲の
アサリ資源に関する調査を実
施。

令和３年度は、県内で行われる
取組（藻場の保全に係る取組を
計119.14ha、干潟の保全に係る
取組を計36.9ha）を支援した。ま
た水産試験場において、天皇洲
におけるアサリ調査や藻場定点
調査を実施し、状況を把握する
ことができた。天皇洲における調
査結果は、干潟の保全に係る取
組を実施する組織に報告。

藻場や干潟の保全に係る活動
の支援により、一部の地域で食
害生物の減少や藻場の繁殖が
確認できた。
天皇州においては、アサリの現
存量などの状況が把握できたの
で、今後の干潟の保全に係る活
動をより効率的に実施していくた
めのデータとして活用していく。

水産業振興課

集落活動センターの設置数 累計
61か所
（R元）

63か所
80か所
（R6）

R4.3末
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戦略３　自然環境を守る取組

第5次計
画

基準値

R３
(初年度)

目標
R３年度の
実績値が

固まる時期

Ｒ３ Ｒ４

目標指標

整理
番号

種別 戦略及び戦略に基づく施策

各戦略の指標

事業概要 担当課
インプット（投入） アウトプット（結果） アウトカム（成果） インプット（投入） アウトプット（結果）

35 当初

【3-4　清流の保全と流域の
振興】

1　清流保全活動の推進

物部川清流保全計画、仁淀川清流保全計画
及び四万十川流域振興ビジョンに基づき、各
主体と連携した清流保全活動の実施や啓発、
住民による取組を支援するとともに、それ以外
の河川についても、各市町村や団体と連携し
ながら、活用・保全の取組を推進していく。

自然共生課

36

2　協働の川づくり事業の推
進　 川の環境保全活動に関心のある企業と清流保

全活動に取り組んでいるＮＰＯなど、流域市町
村、県とで「協働の川づくりパートナーズ協定」
を締結し、一斉清掃や間伐、子どもたちを対象
とした環境学習などの取組を協働で推進して
いく。

自然共生課

3　多自然川づくりの推進　

おもてなしの水辺創成事業
の実施

－ － －
継続的な

実施
－

環境配慮が必要な河川で
の「多自然川づくり」の実施

－ － 5箇所
継続的な

実施
R5.3末

公共用水域における水質
汚濁に係る環境基準達成
率

年間
97％

（H30）
93％

（毎年）
R5.1

地下水における環境基準
達成率

年間
99％

（H30）
100％
（R3)

100％
（毎年）

R5.1

39 当初

【3-6　公共工事などでの環
境配慮】

１　道路工事での環境配慮

道路工事により発生した切土法面を潜在自然
植生を用いたポット苗工法により施工し、自然
林の回復を行う。

工事により発生した切土法面保
護工法として、種子を吹き付ける
工法が経済的に安価となるが、
潜在自然植生を用いたポット苗
工法を基本工法として採用する
ことで自然林を回復する。
（工事費で約1,900円/㎡、R3施
工箇所合計で約1326万円の追
加費用を投入）

ポット苗工法により自然林を回
復。（A=6,979㎡(見込み））

令和3年度に施工見込みのポッ
ト苗（A=6,979㎡）により、空気中
のCO2吸収量が増加。
（自然林が復元されれば、約270
世帯が1日に排出するCO2（約
2.3t）を1年間で吸収する）

道路課

40 当初

２　多自然川づくりの推進
【再掲】 河川課

41 当初

３　治山・林道事業での環
境配慮

治山・林道事業に関しては、工事金額が８千万
円以上について、文化環境システムにて検討
を行う。また、林道工事については希少動物
（クマタカ）の営巣地がある路線があるため、工
事発注前にモニタリング調査を行い、アドバイ
ザーの提言を受け事業を実施して行く。

令和3年度文化環境システム対
象工事：17箇所
幹線林道開設事業 大野・高樽
線２工区環境調査（２回）

令和3年度文化環境システム対
象工事：16箇所【廃工1箇所（別
府NO.3復旧治山工事）
幹線林道開設事業 大野・高樽
線２工区環境調査委託業務（契
約日：R3.7.26、R3.12.9）　

・令和3年度文化環境システム
対象工事については、17箇所中
１箇所が廃工となってしまった
が、残りの工事については、ほ
ぼ計画どおり発注が完了し、環
境配慮検討も行われた。
・クマタカの繁殖状況調査では、
残念ながら繁殖は確認できな
かった。今後も12月～3月までに
繁殖モニタリング調査を実施し、
調査結果を注視しつつ工事の発
注調整を行う予定である。

治山林道課

42 当初

4　環境配慮勉強会の実施

環境負荷の軽減と地域文化の保存・活用を継
続的に行うために、「文化環境評価システム」
の運用を行うとともに、四万十川流域において
は、高知県四万十川の保全及び流域の振興
に関する基本条例第32条の規定に基づき、
「高知県四万十川流域環境配慮指針」を策定
し、流域の公共工事について、事業の計画か
ら実施、管理の各段階ごとに生態系及び景観
の保全への配慮を行う。

・環境配慮指針の周知（１回）、
四万十川条例担当者会（勉強
会）の実施（１回）

・四万十川条例担当者会（勉強
会）流域５市町出席（６名）

・環境配慮指針について公共事
業だけでなく助成する事業も対
象となる旨の周知を行うことで、
より広く指針の趣旨の徹底をは
かった。

自然共生課

43 当初

5　環境影響評価の適切な
管理・運営 大規模な開発事業を実施しようとする際に、あ

らかじめその事業が環境にどのような影響を
及ぼすかについて、事業者に調査、予測、評
価を行わせ、その結果を公表して国民、県民
等から意見を聴き、環境への適正な配慮を実
施していく。

・環境影響評価技術審査会の開
催（２回）、事後調査報告書に係
る手続き（２回）

・第二種事業判定に係る技術審
査会（１回）、方法書に係る技術
審査会（１回）、事後調査報告書
に係る縦覧、意見照会及び審査
（２件）

・事業者に環境影響評価に係る
適切な手続きを実施させ、環境
の保全について適正な配慮に努
めた。

自然共生課

協働の川づくりパートナー
ズ協定締結数

累計
8件

（R元）
8件

新規の増
加

更新の継
続

R4.3

ＲＡＣ川の安全教室の開催（ＲＡ
Ｃアシスタントリーダー講座、川
という自然の理解講座）、仁淀川
一斉清掃

ＲＡＣ川の安全教室参加者：14
名（のべ）、仁淀川一斉清掃参
加者：369名

ＲＡＣリーダー資格取得者４名
（累計で16名）

37 当初

河川工事のなかで、治水、維持管理、環境の
両立を念頭に、水際（水から陸への境界域）、
瀬、淵、砂州において、自然に近い環境が創
出される配慮を伝統工法等にも留意して実施
する

河川整備費（環境系）の予算配
分

落差工（２河川）、魚道工（２河
川）、環境調査（１河川）を実施

水生生物が棲みやすい河川環
境整備の着実な進捗

河川整備費（環境系）の予算配
分

落差工（１河川）、魚道工（２河
川）、環境調査（１河川）を実施 河川課

38 当初

【3-5　快適な生活環境の確
保】

1　大気、水質などの調査

・公共用水域における水質等環境調査や大気
などの監視により生活環境の保全を図る

委託業務関係　：公共用水域水
質調査委託業務・地下水水質調
査委託業務・ダイオキシン類濃
度調査委託業務・道路交通騒音
調査委託業務
水質関係　：公共用水域水質測
定計画に基づき水質測定及び
工場・事業場への立入検査の実
施
大気関係　：大気環境測定局で
の大気環境常時監視の実施及
び大気環境移動測定車による大
気環境測定の実施、有害大気汚
染物質モニタリング調査の実
施、航空機騒音常時監視の実
施、ばい煙発生施設への立入検
査の実施

県内の大気・水質等環境状況の
継続把握
　大気環境測定局（７測定局）・
有害大気汚染物質モニタリング
調査（２地点）・酸性雨調査(１地
点）・大気環境移動測定(２地点)
　公共用水域測定（河川61地
点、湖沼２地点、海域42地点、
底質６地点）・地下水測定（概況
20地点、継続11地点）・海水浴
場水質調査（７地点）
　ダイオキシン類濃度調査（大気
４地点、水質・底質７地点、地下
水１地点、土壌１地点）
　騒音調査（航空機騒音４地点、
道路交通騒音２地点）
工場・事業場立入検査の実施
　大気関係　事業所、水質関係　
51事業所

環境情報の提供
大気環境監視関係
　広域大気汚染に備え監視体制
の強化
　大気環境のデータを環境省広
域大気汚染物質監視システム
(そらまめ君）による１時間前の
データ提供に加えて、直接県の
ホームページ上に掲載すること
によりリアルタイムのデータを県
民に提供できる。
水質関係
　公共水域における水質汚染に
係る環境基準達成率98%(R2)
　地下水における水質汚濁に係
る環境基準達成率99%(R2)
工場・事業場等事業者に環境保
全の意識付け

委託業務関係　：公共用水域水
質調査委託業務・地下水水質調
査委託業務・ダイオキシン類濃
度調査委託業務
水質関係　：公共用水域水質測
定計画に基づき水質測定及び
工場・事業場への立入検査の実
施
大気関係　：大気環境測定局で
の大気環境常時監視の実施及
び大気環境移動測定車による大
気環境測定の実施、有害大気汚
染物質モニタリング調査の実
施、航空機騒音常時監視の実施

県内の大気・水質等環境状況の
継続把握
　大気環境測定局（７測定局）・
有害大気汚染物質モニタリング
調査（２地点）・酸性雨調査(１地
点）・大気環境移動測定(２地点)
　公共用水域測定（河川61地
点、湖沼２地点、海域42地点、
底質６地点）・地下水測定（概況
20地点、継続11地点）・海水浴
場水質調査（７地点）
　騒音調査（航空機騒音４地点）
工場・事業場立入検査の実施
　水質関係 50事業所

環境対策課

自然林の回復 年間
7,558㎡
（R元）

6979㎡
(見込）

4,199㎡以
上

（毎年）
R4.12頃

環境配慮勉強会の実施回
数

年間
１回

（R元）
0回

１回以上
（毎年）

R4.3

整理番号37　に記載整理番号37　に記載
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戦略４　地域資源を活かした産業振興

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標
R３年度の
実績値が
固まる時期

44 当初

【4-1　本県の強みである恵
み豊かな地域資源を活用し
た産業振興】

1　滞在型観光、体験型観
光の推進

・豊かな自然を活かした自然体験型観光施設
等の整備
・グリーン・ツーリズムの推進

【豊かな自然を活かした自然体
験型観光施設等の整備】
○観光振興総合支援事業費補
助金による支援：11市町村、20
事業
○地域観光振興交付金による支
援：2市町村、2事業
○協議への参画等による関係者
間の調整

【グリーン・ツーリズムの推進】　
四国グリーンツーリズム推進協
議会関係
○四国４県での協議会の実施
（6/3,10/14,2/1）
○「思いっきり四国！８８癒しの
旅。」キャンペーンの実施（8/14
～1/10）
○公式SNSでの情報発信（11/4
～）
○四国グリーン・ツーリズム推進
協議会実践者交流会（農山漁村
地域でのオンライントリップ）
（11/16）

【豊かな自然を活かした自然体
験型観光施設等の整備】
●観光振興推進総合支援事業
費補助金については、11市町
村、20事業が交付決定され、市
町村等による自然を活かした観
光基盤の磨き上げ、事業戦略の
策定、周遊コース（観光クラス
ター）の整備、体験プログラムの
磨き上げ等が進んでいる。

【グリーン・ツーリズムの推進】
●「思いっきり四国！８８癒しの
旅。」キャンペーンの応募件数：
464件（Instagram：18件　HP：34
件　はがき：412件）
●四国グリーン・ツーリズム推進
協議会実践者交流研修会：54名
参加（香川：18名　愛媛：28名　
徳島：３名　高知：５名）
●公式SNSでの情報発信状況：
18件（愛媛：７件　香川：４件　徳
島：６件、高知：１件）

【豊かな自然を活かした自然体
験型観光施設等の整備】
・観光客の地域での周遊が促進
され、観光消費額の拡大に繋が
る観光地等の整備、磨き上げが
進むとともに、民間活力を活用し
た地域での外貨を稼ぐ仕組みづ
くりが進んでいる。

【グリーン・ツーリズムの推進】
・withコロナ、afterコロナ期を見
据え、SNSを中心とした情報発信
事業を強化し、グリーン・ツーリ
ズムの誘客促進につなげてい
る。

【豊かな自然を活かした自然体
験型観光施設等の整備】
○観光振興総合支援事業費補
助金による支援：２市町村、２事
業（6/15時点交付決定）
○地域観光振興交付金による支
援：１市町村、１事業（6/15時点
交付決定）
○協議への参画等による関係者
間の調整

【グリーン・ツーリズムの推進】　
四国グリーンツーリズム推進協
議会関係
○四国４県での協議会の実施
（5/11）
○公式SNSでの情報発信事業
の取材対応（6/23～6/24）

地域観光課

45 当初

2　自然公園の適正な管理
と自然・体験型観光による
利用促進　

本県の豊かな自然環境を利用した体験型観光
の推進するために、環境保全を図りつつ自然
を楽しめる利用施設の整備と維持管理を行う。

・四国カルスト県立自然公園の
自然を紹介する施設である「カル
スト学習館」の展示等の再整備
・カルスト自然探勝路、カルスト
キャンプ場再整備の設計

・「カルスト学習館」の展示等の
再整備、カルスト自然探勝路及
びカルストキャンプ場再整備の
設計完了
・もくもくエコランド2021（来場者
アンケート実績：288件）

・カルスト自然探勝路整備及びカ
ルストキャンプ場再整備につい
ては、引き続き関係機関等と連
携し、環境への影響を配慮しな
がら、自然を楽しめる利用施設
の整備を進める。

自然共生課

46 当初

3　環境保全型農業の推進

病害版IPM技術の新規導入
技術数

累計 － 2品目
7品目
（R5）

R4.3末
環境保全型農業が農業振興や農業生産の持
続可能性の強化に波及するよう、ＩＰＭ技術の
普及拡大やＧＡＰ推進の取組などを進める。

◆IPM関係：IPM実証展示ほの設
置(通年)、生産者、技術者への
技術指導(通年)、環境保全型農
業資材の導入状況調査(9月)、
ナス、キュウリにおける常温煙霧
実証
◆GAP関係：JAグループとのＧＡ
Ｐ推進協議（3回）、JA品目別営
農指導員会（2回）、県版GAP第
三者確認の実施（事前研修1回、
現地調査1回ＡＳＩＡＧＡＰ認証取
得技術支援（1回）、県版GAP支
援システム検討会（1回）

◆IPM関係：IPM実証展示ほの設
置(11作物・18カ所)、生産者、技
術者への技術指導(3回・55人)、
ナス、キュウリにおける常温煙霧
実証(ナス・3カ所、キュウリ・6カ
所)
◆GAP関係：JＡグループエコス
ステム栽培システムへの県版
GAPの導入、JA品目別営農指
導員会(25人)、県版GAP第三者
確認の実施(事前研修7人、現地
調査12カ所)、ＡＳＩＡＧＡＰ認証取
得技術支援(2法人)、ＧＡＰ研修
会(9名)、ＧＡＰセミナー(54名)、Ｊ
ＧＡＰ指導員基礎研修(13名)

◆IPM関係：実証展示ほの設置
により、生産者のIPMに対する意
識が高まった。研修会参加者の
IPMに対する理解度が高まった。

環境農業推進課

47 当初

4　CLTなどによる県産材の
利用促進

①建築物の木造化を推進するため、公共事業
や公共施設での県産材の率先利用を促進する
とともに､県産材を活用した住宅の建築を推進
する。
②新しい建築材料であるCLT等を活用した木
造建築や低層非住宅の木造建築を推進するた
め、普及・技術取得及びCLT等木造建築の設
計支援や、建築士・施工業者・施主を対象にし
た研修会に対して支援を行う。

①県産材利用推進本部会の開
催、こうち木の住まいづくり助成
事業説明会の開催(3回）
②CLT建築物等の設計支援。
CLT研修会　構造研修会(1回)、
完成研修会(2回+予定1）の開
催。CLTフォーラム(高知、東
京）、非住宅木造建築セミナー
(高知）の2月開催予定、CLT首
長連合総会の開催(東京1回）。

①木造住宅の申込み305件(12
月末）②CLT建築物等の設計支
援(申請1件）。CLT構造・完成研
修会(参加者延べ109名）。CLT
フォーラム(高知63名、東京202
名）、CLT首長連合総会(来賓含
め57名）。

①県有施設の木造化･木質化
(R2実績100%)、戸建て住宅の木
造化率（R2実績93．5%）
②CLT棟数　36棟（R4.3末見
込）、非住宅建築物の木造化率
（R2実績18.4%）

木材産業振興課

48 当初

5　地域の未利用森林資源
を有効活用した取組の推進　 　木質バイオマス資源の有効利用を図るため、

幅広い分野での木質バイオマスボイラーの導
入及び木質バイオマス発電を促進するととも
に、木質燃料の安定供給を推進する。

木質資源利用促進協議会及び
講演会の開催（1回）

木質資源利用促進協議会及び
講演会の開催（参加者44名）

木質バイオマスの年間利用量　
R2実績284千m3（R2計画300千
m3)

木材産業振興課

49 当初

6　CO2木づかい固定量認
証制度の普及 県産材を使用した建築物において、建築木材

中のCO2固定量を数値化し、証書等を交付す
ることで環境への貢献を身近に感じてもらう取
組。
また、県産材に限定することで、県産材の利用
促進を図る。

・もくもくエコランド2021への出展
・もくもくエコランド2021（来場者
アンケート実績：288件）

・木づかい固定量認証制度につ
いては、個人住宅は県外の土佐
材パートナー企業からの申請で
伸びているが、公共施設等の実
績は６件と低調であるため、引き
続き公共施設等への制度案内を
行っていく。

自然共生課

50 当初

7　漁村におけるサービス業
の創出　 【浦ノ内湾におけるアサリ資源回復と有効活用

の取組】
・浦ノ内湾のアサリ資源を回復させるため、エ
イやクロダイ等の食害魚からアサリを守るため
の「被せ網」を敷設し、そのメンテナンスを行い
ながら、増殖したアサリ資源の有効活用につい
ての検討を行う。

・水産試験場による天皇洲のア
サリ資源モニタリング調査の技
術支援を実施
・アサリ資源を活用した潮干狩り
等の事業化に向けた関係者との
協議

・天皇洲のアサリ資源の推定現
存量が約113トンであることを確
認

・活動団体が行うアサリ資源を活
用した事業化に関するスケ
ジュールを決定

水産政策課

51 当初

内水面漁業関係者や有識者をメンバーとした
あゆ等有効活用計画検討会議を開催し、あゆ
を活用した漁業、観光、地域振興に関する計
画を取りまとめ、県全体における取組の推進を
図る。

・委員９名、計画策定アドバイ
ザー１名、県関係課による全４回
の計画検討会議の開催、パブ
リックコメントの実施

・あゆを有効活用して観光・地域
振興等に取り組むための指針で
ある「あゆ王国高知振興ビジョ
ン」を策定

・あゆを有効活用して観光・地域
振興等に取り組むための指針で
ある「あゆ王国高知振興ビジョ
ン」を策定

水産業振興課

52 当初

8　再生可能エネルギーを
活用して得られた利益の地
域への還流

県、市町村、県内事業者等の共同出資により
設立した株式会社が、市町村有地で太陽光発
電事業を行い、その売電した収益を、出資比率
に応じて株主（県、市町村、民間事業者）へ配
当する。

・発電会社（６社）の運営（発電か
所は７か所）　
・発電会社（６社）の株主総会へ
出席（うち１社は書面開催）

・発電電力量：1312万ｋWh（６社
合計）

・県への配当金収入：28,331千円
（６社合計）

・発電会社（６社）の運営（発電か
所は７か所）　
・6月末時点で開催された全て（３
社）の発電会社の株主総会へ出
席（うち１社は書面開催）

・発電電力量：171万ｋWh（6月末
時点で把握できている分の6社
の発電量）

環境計画推進課

Ｒ３ Ｒ４

目標指標

整理
番号

種別 戦略及び戦略に基づく施策

各戦略の指標

事業概要 担当課
インプット（投入） アウトプット（結果） アウトカム（成果） インプット（投入） アウトプット（結果）

自然・体験型観光施設など
の利用者数

年間
1,038千人
（R元）

1,399千人
1,141千人
（毎年）

R4.4末～5

県有公共施設の木造率 年間
100％
（R元）

100%
100％
（毎年）

R4.3
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戦略５　環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標
R３年度の
実績値が
固まる時期

53 当初

【5-1　環境を守り次世代へ
つないでいくための人材育
成】

1　幼少期、青少年期におけ
る環境教育の充実

学校行事としての2泊3日以上の自然体験型学
習事業に加え、NPO法人や福祉施設、青少年
育成団体等、民間団体が概ね高校生以下の生
徒を対象とした1泊2日以上の自然体験型学習
にも補助を行うことで、子どもの体験活動の機
会を増やす。

Ｒ２年度から市町村訪問等により
事業説明をしたことで、Ｒ３年度
当初には、学校行事10校、民間
団体等６団体（７企画）の実施希
望があったが新型コロナウイル
ス感染拡大により事業の延期・
中止が相次いだ。新型コロナウイ
ルス感染が比較的落ち着いた９
月末に、既存の行事（修学旅行
等）での活用を検討していただく
旨、再度事業周知を行った。

学校行事としての参加希望校10
校のうち、実施校２校、中止校８
校。民間団体等希望団体６団体
（７企画）のうち、実施団体３団体
（４企画）、中止団体３団体であっ
た。参加者は、学校行事で計43
名、民間団体等で計95名、総計
138名であった。

学校行事として実施した事業で
は、青少年教育施設周辺や地元
の森林で、山や木に親しむ活動
を行った。
民間団体が実施した事業では、
高校生が将来の職業として自伐
型林業について体験を行うなど、
キャリア学習の意味合いも持つ
事業となった。

当初予算は５，１００千円であり、
本事業要綱当課HP掲載、市町
村教育委員会及び昨年度のヒア
リングにおける関係団体への要
綱案内等を周知した。

６月末時点で学校行事７校・民間
団体４団体（黒潮町含む）から申
請があった。既に、新型コロナウ
イルスの影響により１校が中止と
なった。

生涯学習課

54 当初

1　幼少期、青少年期におけ
る環境教育の充実
2　環境学習を推進するため
の人材育成　
3　環境保全活動を実践する
人材の育成

１　幼少期、青少年期における環境学習の充実
　・学習プログラムリスト（小学校向け、中学校
向け、高等学校向け）の作成・配布、環境絵日
記コンテスト、こどもエコクラブ事業（高知県環
境活動支援センター実施委託業務）
２　環境学習を推進するための人材育成
　・環境学習講師の紹介・派遣（高知県環境活
動支援センター実施委託業務）
　・生物多様性こうち戦略推進リーダー登録制
度
３　環境保全活動を実践する人材の育成
　・生物多様性こうち戦略推進リーダー養成講
座・現場活動ツアーの実施（高知県環境活動支
援センター実施委託業務）

・推進リーダー養成講座の開催
（３回）、活動現場体験ツアーの
実施（２回）
・学習プログラムリストの作成・配
布。（県内全小学校へ約10部ず
つ、高知市校長会、教育委員会
等）
・環境絵日記コンテストの開催。

・推進リーダー養成講座の受講
者数（のべ98人）、活動現場体験
ツアーの参加人数（のべ34人）
・学習プログラムリストを活用した
環境学習の受講者数（1,247人）
・環境絵日記コンテストの参加校
（84校）、応募作品数（4,268作
品）

・観光ガイド向け養成講座を開催
したことで、受講者数の増加に繋
がった。（のべ45名の観光関係
者が参加）
また、観光分野の人々との交流
が出来た。（県内の観光関係者
が参加する観光ガイド全体研修
交流会で生物多様性に関する講
演をしていただく）
・学習プログラムリストを活用した
環境学習を推進できた。
・環境絵日記コンテストを通して、
県内の多くの子どもたちに環境
への意識を育んでもらえた。

自然共生課

55 当初

3　環境保全活動を実践する
人材の育成

こうち山の日県民参加支援
事業の参加者数

年間
396人
（R元）

595人
450人
（毎年）

R4.4

人と木の共生を基本理念とした「木の文化県構
想」の一環として、県民一人ひとりに森林や山を
守る活動の重要性に対する理解と関心を深め
てもらうため、幅広く県民からの参加を募る森
林保全ボランティア活動などの取組を実施す
る。

森林保全ボランティア団体による
県民参加のボランティア活動、
HPによる広報、パネル展の開催
等の実施委託＜契約金額　
1,765,000円＞

森林保全ボランティア団体による
県民参加のボランティア活動　
（40回）、参加者　（595人）
ＨＰへのアクセス　17,807回
森林環境学習フェアでのパネル
展示（２回）

森林保全ボランティア活動への
参加者数やＨＰへのアクセス数
が増加傾向であり、森林や山を
守る活動の重要性への理解とを
深めることに対し、一定の役割を
果たしている。

森林保全ボランティア団体による
県民参加のボランティア活動、
HPによる広報、パネル展の開催
等の実施委託＜契約金額　
2,891,000円＞

林業環境政策課

56 当初

地球温暖化防止活動推進
員のリーダーとなる「スー
パー推進員」の養成

累計
14人
（R元）

19人
17人
（R7）

R4.3
環境学習を推進するための人材育成
・地球温暖化防止活動推進員の活用推進

・スキルアップ研修（１回）
・フォローアップ研修（１回）
・スーパー推進員研修（１回）

・スキルアップ研修（14名参加）
・フォローアップ研修（６名参加）
・スーパー推進員研修（10名参
加）

・研修の受講による、地球温暖化
防止活動推進員のスキルアップ
・推進員同士の交流によるモチ
ベーションアップ
・新しい活動事例の共有などによ
り動画を用いた啓発への参画な
どに繋がった

県の広報紙による推進員の募集 環境計画推進課

57 当初

【5-2　環境を守り次世代へ
つないでいくための地域づく
り】

1　学校や地域との協働によ
る環境保全活動の促進

県民一斉美化活動の参加
者数

年間
2,033人
（R元）

1,396人
3,000人
（毎年）

R4.2

地域の美化活動を実施する団体への支援と県
民との協働による不法投棄の防止や美化活動
の促進
・ボランティアの拡充、県民等の美化活動の支
援、県民一斉美化活動月間の取組の推進、美
化啓発及び広報活動

・美化活動に取り組む県民及び
市町村への資材提供（軍手、ゴミ
袋等）
・新聞広告掲載（1日）、公共交通
機関（バス・電車）内広告掲載
（100台）、ホームページ掲載

・美化月間中に具体的に活動に
取り組む参加者数の増加

・美化に対する県民意識が向上
し、美化活動が実践されたことに
より、「清潔で美しい高知県をつく
る条例」が目指す清潔で美しい
県土づくりの推進につながった。

環境対策課

58 当初

2　地域における環境学習の
支援　
3　環境学習や環境保全活
動に関する普及啓発や情報
提供

環境学習などの受講者数 年間
2,891人
（R元）

2,376人
2,500人以
上

（毎年）
R4.3

2　地域における環境学習の支援
　・環境学習講師の紹介・派遣、学習プログラム
リスト（社会人向け）の作成・配布（高知県環境
活動支援センター実施委託業務）
3　環境学習や環境保全活動に関する普及啓
発や情報提供
　・ホームページやメールマガジン等による環境
活動情報・助成金情報等の提供、生物多様性
こうち戦略推進リーダー活動報告会の開催、生
物多様性の普及・啓発を目的とする表彰事業
「ふるさとのいのちをつなぐ　こうちプラン大賞」
の実施（高知県環境活動支援センター実施委
託業務）

・環境学習講師の派遣（76件、
115名）
・推進リーダー活動報告会の開
催（２回）
・「ふるさとのいのちをつなぐ　こ
うちプラン大賞」の開

・環境学習講師派遣による受講
者数（2,376人）
・推進リーダー活動報告会の参
加人数（23人）
・「ふるさとのいのちをつなぐこう
ちプラン大賞」の応募件数（13
件）

・環境イベントや研修会の参加者
について、一定の人数は確保で
きており環境に対する知識は深
めてもらっている。

自然共生課

Ｒ３ Ｒ４

目標指標

整理
番号

種別 戦略及び戦略に基づく施策

各戦略の指標

事業概要 担当課
インプット（投入） アウトプット（結果） アウトカム（成果） インプット（投入） アウトプット（結果）

生物多様性こうち戦略推進
リーダー登録者数

累計
45人
（R元）

72人
100人
（R5）

R4.3
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進捗状況の概括 （重点施策を含む戦略に係る進捗状況のとりまとめ）

戦略１　地球温暖化への対策

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標 達成率 評価

県内の温室効果ガスの排出量
※基準年（平成25（2013）年度）

年間
24.1％削減

（H29）
47％以上

削減（R12）

エコアクション21の認証・登録事業者数 累計
242社
（R元）

220社
（R3）

270社
（R7）

81% ◎

地球温暖化対策を何もしていない人の割合
※県民世論調査における回答率

－
9.1％
（R元）

7.1％
（R3）

5％未満
（R7）

70% ○

住宅用太陽光発電の普及率 累計
8.7％
（R元）

11.1％
（R7）

85% ◎

住宅用蓄電池・V2Hの導入件数 累計 － －
500件
（R7）

民間事業所の太陽光発電設備及び蓄電池の
導入件数

累計 － －
25件
（R7）

小水力発電や木質バイオマス発電の事業計画
数

累計 － －
3件

（R7）

地域新電力会社の設立件数（小売電気事業者
の設立件数）

累計 － １件
3件

（R7）
33% △

「再エネ100宣言　RE Action」に参加する県内
企業数

累計 － １件
20社
(R7）

5% △

【1-3　気候変動の影響への適応】

1 　地球温暖化の影響への適応　
気候変動の影響への「適応策」の推進 － － － 計画の推進

【1-4　公共交通機関の利用促進によるＣＯ
２削減】

1 　公共交通機関の利用促進

県庁職員の５２０運動への参加率 年間
29.9%
（R元）

32%
39％

（R12）
82% ◎

戦略２　循環型社会への取組

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標 達成率 評価

一般廃棄物の排出量 年間
252千ｔ
（R元）

（R5.2頃判明）
231千t
（R7）

一般廃棄物のリサイクル率 年間
20.2％
（R元）

（R5.2頃判明）
25％
（R7）

県民一人当たりの１日分の家庭ごみの排出量
（一般廃棄物）

年間
600ｇ
（R元）

（R5.2頃判明）
537ｇ
（R7）

【2-2　プラスチックごみ対策】

1　プラスチック資源の効果的な分別回収　
2　自発的な清掃活動への支援と河川ごみ
マップの作成・更新
3　海岸漂着ごみのモニタリング調査

リバーボランティアによる清掃活動の実施 － － －
継続的な

実施

適正処理講習会の開催回数 年間
3回

（R元）
3回

3回
（毎年）

100% ◎

災害廃棄物処理広域ブロック協議会の開催
（訓練を含む）

年間
3回

（R元）
3回

3回
（毎年）

100% ◎

【全体評価】 全体としては順調に進捗している。（すべての戦略について、１つ以上の施策で達成率が80％以上となっている。）

※「評価」は、「達成率」を基準として、80％以上：◎、60％以上：○、60％未満：△としている。戦略２～５も同様の基準で評価する。

各戦略の指標 進捗状況

目標指標

【全体評価】 全体としては順調に進捗している。（【2-1　３Rの推進】については、9月以降に調査実施予定）

各戦略の指標 進捗状況

目標指標

戦略及び戦略に基づく施策
※「重点施策」に下線を引いています。

【1-1　県民総参加による地球温暖化防止
活動の拡大】

1　県民会議による取組
2　地球温暖化対策に関する効果的な情報
発信

【1-2　再生可能エネルギー導入への支
援】

1　地域と調和した再生可能エネルギーの
導入促進
2　地域社会に根ざした電源の導入促進と
活用
3　分散型電力ネットワークの構築に向けた
環境整備と地域新電力の設立支援
4　自家消費型発電設備の導入促進と電力
需給調整力の確保
5　その他のエネルギーの普及促進

【1-7　森林吸収源対策による温暖化防止】

1 　持続可能な森林づくり
2 　高知県協働の森CO2吸収認証制度の
推進　
3 　オフセット・クレジット制度の活用

県内民有林の間伐面積 年間
4,693㏊
（R元）

4,493ha
5,200㏊
（毎年）

86% ◎

県内民有林の再造林面積 年間
250㏊
（R元）

299ha
630㏊
（R5）

47% △

戦略及び戦略に基づく施策
※「重点施策」に下線を引いています。

【2-1　３Rの推進】

1　リデュースに関する普及啓発
2　リユース、リサイクルに関する普及啓発
3　食品ロス削減に向けた取組の推進

【2-4　廃棄物の適性処理と災害廃棄物の
処理対策】

1　廃棄物の適正処理
2　災害廃棄物の処理対策
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戦略３　自然環境を守る取組

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標 達成率 評価

生物多様性の認知度 －
61.8％
（H30）

－
80％
(R5）

防護柵の設置と維持による植生回復状況 年間
77％

（R元）
90%

80％
（毎年）

100% ◎

食害拡大地域の現地調査か所数 年間
7か所
（R元）

8か所
5か所
（毎年）

100% ◎

ニホンジカの捕獲頭数 年間
19,414頭
（R元）

（R4.8判明）
30,000頭

（R3）

絶滅種・絶滅危惧種などの数（動物） － 276種 － 増やさない

絶滅種・絶滅危惧種などの数（植物） － 717種 － 増やさない

協働の川づくりパートナーズ協定締結数 累計
8件

（R元）
8件

新規の増加
更新の継続

おもてなしの水辺創成事業の実施 － － －
継続的な

実施

環境配慮が必要な河川での「多自然川づくり」
の実施

－ － 5箇所
継続的な

実施

自然林の回復 年間
7,558㎡
（R元）

6,979㎡
(見込）

4,199㎡以上
（毎年）

100% ◎

環境配慮勉強会の実施回数 年間
１回

（R元）
0回

１回以上
（毎年）

0% △

戦略４　地域資源を活かした産業振興

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標 達成率 評価

自然・体験型観光施設などの利用者数 年間
1,038千人

（R元）
1,399千人

1,141千人
（毎年）

100% ◎

病害版IPM技術の新規導入技術数 累計 － 2品目
7品目
（R5）

28% △

県有公共施設の木造率 年間
100％
（R元）

100%
100％
（毎年）

100% ◎

【全体評価】 全体としては順調に進捗している。（評価可能なすべての戦略について、１つ以上の施策で達成率が80％以上となっている。）

各戦略の指標 進捗状況

目標指標

【全体評価】 全体としては順調に進捗している。（評価可能なすべての戦略について、１つ以上の施策で達成率が80％以上となっている。）

各戦略の指標 進捗状況

目標指標

戦略及び戦略に基づく施策
※「重点施策」に下線を引いています。

【3-1　生物多様性こうち戦略の推進】

1　希少野生動植物の保全
2　野生鳥獣の保護・管理
3　外来生物による被害防止
4　動植物の情報収集と標本の適正管理
5　海岸、海洋環境の保全
6　漁場環境の保全

【3-4　清流の保全と流域の振興】

1　清流保全活動の推進
2　協働の川づくり事業の推進　
3　多自然川づくりの推進

【3-6　公共工事などでの環境配慮】

1　道路工事での環境配慮
2　多自然川づくりの推進【再掲】
3　治山・林道事業での環境配慮
4　環境配慮勉強会の実施
5　環境影響評価の適切な管理・運営

戦略及び戦略に基づく施策
※「重点施策」に下線を引いています。

【4-1　本県の強みである恵み豊かな地域
資源を活用した産業振興】

1　滞在型観光、体験型観光の推進
2　自然公園の適正な管理と自然・体験型
観光による利用促進　
3　環境保全型農業の推進
4　CLTなどによる県産材の利用促進
5　地域の未利用森林資源を有効活用した
取組の推進
6　CO2木づかい固定量認証制度の普及
7　漁村におけるサービス業の創出　
8　再生可能エネルギーを活用して得られた
利益の地域への還流
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戦略５　環境を守り次世代へつないでいくための人材育成と地域づくり

第5次計画
基準値

R３
(初年度)

目標 達成率 評価

生物多様性こうち戦略推進リーダー登録者数 累計
45人

（R元）
72人

100人
（R5）

72% ○

こうち山の日県民参加支援事業の参加者数 年間
396人
（R元）

595人
450人
（毎年）

100% ◎

地球温暖化防止活動推進員のリーダーとなる
「スーパー推進員」の養成

累計
14人

（R元）
19人

17人
（R7）

100% ◎

県民一斉美化活動の参加者数 年間
2,033人
（R元）

1,396人
3,000人
（毎年）

46% △

環境学習などの受講者数 年間
2,891人
（R元）

2,376人
2,500人以上

（毎年）
95% ◎

【全体評価】 全体としては順調に進捗している。（評価可能なすべての戦略について、１つ以上の施策で達成率が80％以上となっている。）

各戦略の指標 進捗状況

目標指標

戦略及び戦略に基づく施策
※「重点施策」に下線を引いています。

【5-1　環境を守り次世代へつないでいくた
めの人材育成】

1　幼少期、青少年期における環境教育の
充実
2　環境学習を推進するための人材育成　
3　環境保全活動を実践する人材の育成

【5-2　環境を守り次世代へつないでいくた
めの地域づくり】

1　学校や地域との協働による環境保全活
動の促進
2　地域における環境学習の支援　
3　環境学習や環境保全活動に関する普及
啓発や情報提供
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高知県環境基本計画第五次計画の普及啓発

１ 県民への普及啓発

県民が役割を果たしていくために、県民の役割の必要性を県ホームページや

Facebook などの SNS を使った情報発信、「高知県環境活動支援センターえこら

ぼ」との連携による情報発信や人材育成、チラシやパンフレットの配付により周

知し、県民の行動変容を促す。

令和３年度実績

・地球温暖化に関する普及啓発のＨＰ「My スイッチ！Go クール！」による情報

発信 ページ-ビュー数：23,561

・地球温暖化に関するインスタグラムでの情報発信 フォロワー数：877

・環境にやさしい買い物キャンペーン 2021 の参加による CO2 の削減

削減量：12,329.77kg

・高知県環境活動支援センターえこらぼによる情報発信

・県民参加による生物調査や特定外来種の防除活動 参加者数：約 500 名

・県民参加の森づくりを支援するＨＰでの情報発信 アクセス数：17,807 回

２ 事業者の活動支援

環境保全と創造に関する地域の課題を解決するために実施する取組の支援を

行う。また、企業が行う環境問題を意識してもらうための研修会などに対し、適

切な環境学習講師の紹介・派遣を行う。 

令和３年度実績

・省エネアドバイザーの派遣 ８社

・高知県環境活動支援センターえこらぼによる環境活動講師の派遣

76 件 115 名 受講者数：2,376 名

３ 環境活動団体の活動支援

地域の清掃活動や環境学習会といった環境保全活動などを実施する活動の支

援を行う。 

令和３年度実績

・豊かな環境づくり総合支援事業申請許可団体

一般事業：７件 ステップアップ事業：１件

※採択事業一覧はＰ23 に記載
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４ 教育機関での環境教育の充実

地球温暖化問題、循環型社会の構築、生物多様性の損失といった環境問題に

対して、県民一人ひとりが行動していくことの必要性を伝えていくため、学校

における環境学習への助言、環境学習講師の紹介・派遣の支援を行う。また、

学校の学習内容に対応しやすいプログラムを紹介するパンフレットを作成する

など、環境学習機会の提供を促進する。 

令和３年度実績

・地球温暖化に関する県政出前講座の実施 １回、受講者数：45 名

・学習プログラムリストを活用した環境学習の受講者数：1,247 名

・公共交通機関の利用促進のためのパンフレットを県内の全小学４年生に配布

・自然体験型学習（１泊２日以上）の実施 ２校（学校行事として実施）

※民間団体は３団体実施

５ 研究機関との連携

大学や高等専門学校、植物園、動物園を含む博物館などの研究機関は、環境問

題に関する様々な研究を行っていることから、研究機関と連携した取組の促進

や支援を行う。 

令和３年度実績

・高知県気候変動適応センターとの連携した普及啓発

パネル展示会の実施（オーテピア）：８月 19 日～９月１日

気候変動適応パンフレットの作成

６ 市町村との連携

県が実施する事業や補助制度の周知など、環境保全に関する情報共有や、市町

村が実施する取組の支援を行う。 

令和３年度実績

・高知県地球温暖化防止県民会議行政部会での情報提供

新エネルギー地域振興活用セミナーの実施

グリーン購入基本方針の策定、エコマーク物品の選定について呼びかけ

・四万十川条例担当者会（勉強会）の実施 参加者：流域５市町（６名）

・３Ｒに関する国の施策についての情報提供
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令和３年度高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金　採択事業一覧

※一般事業

番号 申請者 事業名 事業概要（要約）

1
こうちミュージ
アムネットワー
ク

高知県の自然史
標本の情報を県
民と共有するた
めの事業

　高知県内に散在する自然史標本について情報収集し、得られた情
報を基に“消滅”危険度を判断して、その情報をリスト化した「高
知県自然史標本レッドリスト（仮称）」を作成する。作成したリス
トは、報道機関及びインターネットを利用して広く発信するととも
に、県内の博物館施設で巡回パネル展を開催して広く県民に啓発す
る。

2

横倉山自然の森
博物館友の会
『フォレスト・
クラブ』

みんなでつくる
横倉キッズパネ
ル

　近年増加している横倉山自然の森博物館の幼児を含む親子連れの
来館者のために、越知町内外の博物館関係者と、子どもの教育普及
活動に先進的な活動を展開している団体のメンバーを越知町に集
め、横倉山自然の森博物館の現状と課題、そして魅力を整理し、子
ども向けの情報発信の効果的な方法について検討し、具体的な情報
発信ツールの作成を行う研修会を開催する。

3
三嶺の森をまも
るみんなの会

三嶺の森再生事
業

　シカの食害によって大きなダメージを受けた三嶺の森の再生を図
るため、ボランティアを募集し、防鹿柵や土砂流出防止マットを設
置する。　併せて、生物多様性維持の観点から、絶滅危惧地域個体
群のツキノワグマのエサとなるブナ、ミズナラ等の次世代を育成す
る「熊の森づくり」も促進する。

　※本年度の事業は、取り止めとなりました。

4
公益社団法人生
態系トラスト協
会

外来種サンジャ
クの捕獲実験・
情報収集

　外来種サンジャクの野生化により、ヤイロチョウ等の希少な在来
種の生存を脅かす懸念があるため、サンジャクの捕獲実験と情報収
集・発信を実施する。また、この事業を通じて、サンジャクに関す
る情報ネットワークを形成する。

5
一般社団法人
ooki beach

みずいろ高知　
BLUE project

　駅や公共施設、カフェ等に無料で水道水を提供してもらう給水ス
ポットを設置し、ペットボトルの消費を減らして環境負荷を低減す
ると共に、「どこでも水が飲める、汲める街」を目指した魅力的な
街づくりを推進していく。

6
ふる里の川本宮
川を取りもどす
会

本宮川の身近な
自然環境を未来
につなぐ事業

　高知市旭の市街地を流れる本宮川には、今なおヘイケボタル・ゲ
ンジボタルが飛び、テナガエビやドンコ、オイカワが生息してい
る。しかしながら、自然環境への無関心、担い手不足、水質の悪化
により、ホタルは絶滅寸前となっている。そこで、川底のゴミひろ
いや、フリーペーパーの発行により、旭小学校児童や地域の人々が
本宮川の自然環境を五感で感じとり、未来につなぐための人材育
成、きっかけ作りを行う。

7
高知県地球温暖
化防止活動推進
員の会

木育普及指導員
による木育を通
じての温暖化防
止推進事業

　小学校から高齢者まで、多くの人々に木と触れ合ってもらうこと
で、木材に対する親しみや木の文化への理解を深め、材料としての
木材の良さやその利用意義を学んでもらう。また、木育の普及にお
いて軸となる人材を育成していく。

　※本年度の事業は、取り止めとなりました。

※ステップアップ事業

番号 申請者 事業名 事業概要（要約）

1

東洋町ブルー
カーボン・イノ
ベーション研究
会

ブルーカーボン
地域作り講演事
業

　磯焼けが進行している甲浦湾周辺の藻場をブルーカーボン（海洋
生態系が二酸化炭素吸収に大きく寄与する）の視点から専門家に意
見を聞き、次年度事業への足がかりにする講演会を開催する。
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高知県における促進区域の設定に関する環境配慮基準（案）の策定について

１ 促進区域とは

再エネの導入拡大に向け、再エネ事業の適地を見える化し、円滑な地域合意形成を促

すために、改正地球温暖化対策推進法において、新たに創設された「市町村が設定する

ポジティブゾーニング」の仕組み

２ 県の環境配慮基準策定について

都道府県は、地方公共団体実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じた環境

の保全に配慮し、省令で定めるところにより、市町村が定める促進区域の設定に関する

基準を定めることができる。（法第 21 条第 6項及び第 7項）

３ 改正温帯法における環境配慮基準の位置づけ

４ 県環境配慮基準における環境配慮事項

■対象とする再エネ電源の種類、規模

【種類】太陽光発電、水力発電、風力発電、バイオマス発電

【規模】全ての規模対象（ただし、太陽光発電設備については、建築物の屋根、壁面等に設置するものは除外）

■促進区域除外エリア等の考え方

災害の可能性が高い場所、景観保全の必要がある場所等については設定しない。

⇒本県の「太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドライン（H28.3.28 策定、

R2.8.11 改定）」に規定する「太陽光発電設備の設置を避けるべきエリア」を基本と

し、追加すべきエリアを検討する。（先行して県基準を設定している長野県の事例も参考とする。）

５ 今後のスケジュール

令和４年７月 県環境配慮基準（案）をとりまとめ

８月 市町村に県環境配慮基準（案）を意見照会

９月 脱炭素社会推進協議会にて協議

意見公募（県のパブリックコメントの手続きに準じて実施）

年内目途 意見を踏まえ、加筆修正し、協議会会長の同意を得て策定

令和５年２月 令和４年度第２回環境審議会にて報告

資 料 ４


